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１．道路の老朽化の現状

 近畿圏内の道路構造物は、昭和30年代後半頃から、（特に大阪府内では）
45年の大阪万博開催の頃にかけて建設されたものが多く、建設から約50年前
後経過している。

 近畿圏内にある道路橋は約10万橋で、建設後50年を超える割合は、平成28
年現在の27％から、20年後の平成48年には、72％まで急増する。

 平成24年に発生した中央道笹子トンネル天井板崩落事故のように、老朽化し
た道路構造物は、重大な事故を引き起こすリスクが高く、適正な補修工事、施
設更新等の対策が必要とされる。

近畿地域の状況

〔近畿地方整備局管内の道路橋の概況〕



3

１．道路の老朽化の現状

 また、全国では建設年度不明橋が約23万橋存在し、そのほぼ全て(99％)が地
方自治体管理となっている。

 老朽化が進む道路構造物は、大規模な修繕や更新は国、地方自治体の財政
状況を鑑みると、建設時のように一斉に集中して行うことは困難である。また、修繕
や更新は交通規制を伴うため、道路利用者への影響も大きい。

近畿地域の状況

舗装劣化の例

ポットホールやひび割れ、
わだち掘れ等の損傷が各地で

発生している。
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１．道路の老朽化の現状

重量違反の状況

 全国の直轄国道39箇所に設置されている自動重量計測装置による計測データ
から、重量超過車両の割合は、近年３割程度の横ばいで推移している。

⇒重量違反は減少していない
 平成28年度は特殊車両のうち、約３割にあたる224万台が重量超過車両として
計測されている。

（出典）第14回物流小委員会資料
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１．道路の老朽化の現状

重量オーバー車両の取締強化

 道路管理者は、道路の構造を保全または交通の危険防止するため、管理する道
路において、沿道その他の適切な場所に重量計等の車両計測装置を備えた指
導・取締基地を設置または可搬式の重量計測装置により特殊車両を違法に通
行させている者に対して警察と連携した取締りを実施している。

（参考）大阪国道事務所の取締風景

特に悪質な重量オーバーが確認された場合は…
※制度の詳細はP10参照

即時告発!!

特に基準の２倍以上の重量違反者に対し
ては、現地取締りで違反を確認した場合に、
その事実をもって告発へ。

これまでは違反により重大交通事故を発
生させた者や、指導にも関わらず違反を
繰り返す常習違反者等を対象に告発。

【現在（H27.2.23以降)の対応】【これまでの対応】
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２．大型車両の通行の適正化方針

道路の劣化に大きな影響を与えるのは、重量を違法に超過した大型車両の走行

▶舗装の場合：４乗 ▶RC床版の場合：１２乗

車両の重量によって、道路構造物の疲労に及ぼす影響は？

例）軸重10トンの基準に対して、軸重20トン(＋10トン）の大型車両が１台走行した場合

▶舗装に与える影響は、16台分
▶RC床版に与える影響は、4,096台分

軸重を基準の２倍超過した車両はたっ
た１回の走行で、左記の台数が走行し
た疲労を与えている

舗装に与える疲労イメージ RC床版に与える疲労イメージ

軸重２０トン
（基準より２倍
超過）

４台

軸重２０トン
（基準より２倍
超過）

1000台 1000台

1000台1000台

96台

４台 ４台

４台
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２．大型車両の通行の適正化方針

▶重量、寸法等が制限を超える特殊車両による事故は、重大事故につながりやすく、大量の積
荷の散乱や車両の撤去作業のため長時間の通行止めが発生する等、社会経済活動に多大
な影響を及ぼしている。

重量・寸法等の制限を超えた特殊車両の事故は、一般交通への影響も甚大。

■セミトレーラのチェックバー追突事故の例（大阪府内）

日時：平成28年11月5日（土）3時14分発生
場所：国道163号 京阪関目ガード下（大阪市城東区関目5丁目）
事故概要：
走行していたセミトレーラがチェックバーに衝突し、逃走。
チェックバーの支柱が折れ曲がり、チェックバーの位置が下がった状態となっていたところに、走行してきた
トラックの荷台部分が接触し大破した。

8時間以上
通行止め

＜事故発生前＞ ＜事故発生後＞
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２．大型車両の通行の適正化方針

車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続を簡素化する一方で、
悪質な違反者に対しては厳罰化し、大型車両の通行の適正化を進める。

１．０．３%の重量を違法に超過した大型車両※が道路橋の劣化に与える影響は全交通の約９割を占
め、一部の違反車両が道路を劣化させる主要因となっている。
軸重２０トン車が道路橋に与える影響は、軸重１０トン車の約４，０００台に相当

２．車両の大型化、積載率の向上及び許可手続の迅速化等による効率的かつ迅速な物流の実現が望
まれている。

違反取締りや違反者への指導等の強化通行許可の基準等の見直しと許可審査手続の改善

路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施

（１）違法に通行する大型車両の取締りの徹底
①自動計測装置の増設

②コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取締る等各道
路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施

検討を実施。

（３）関係機関との連携体制の構築
①国土交通省（道路局及び自動車局）、 警察庁、高速道路会社及び全日本トラッ
ク協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含め
た啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施

②国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社６社に対し、
取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示

③自動車局と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業
法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための
検討を実施。

（１）バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一
・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を、国際海上コンテナセミトレーラ
と同等の11.5ﾄﾝに緩和

（２）４５フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し
・45フィートコンテナを積載する車両を始め、バン型等のセミトレーラの車両長
の制限の緩和

（３）許可までの期間の短縮
①主要道路情報のデータベース化を促進

②通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進

③大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施

④通行許可に係る審査体制の集約化

（４）適正に利用する者の許可の簡素化
①違反実績のない者に対して許可期間（現行２年）の延長

②ITS技術を活用した通行経路把握による通行許可の運用

背 景

【継続して実施】

【H25年度から実施】

【H26年度中に実施】

【継続して実施】

【H26年度から実施】

【H26年度から実施】

【H26年度から実施】

【継続して実施】

【H27年度から段階的実施に向けて準備】

【H27年度実施に向けて準備】

【H28年度実施に向けて準備】

※車両総重量20tを超える違反車両

本方針を実施することによる効果

基本方針

具体的な取組

（２）違反者に対する指導等の強化
①国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実
施（措置命令４回又は是正指導５回で告発）

②特に基準の２倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を
確認した場合は即時告発を実施

③改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立入検査の実施
また、報告徴収・立入検査を拒む者に対しては告発を実施

【H25年度から実施】

【H26年度から実施】

【H26年度中に実施】

【H26年度から実施】

自動計測装置
（全国39箇所に

設置）のデータ
から試算

【図 道路橋の劣化に与える影響】

・効率的かつ迅速な物流の実現・道路構造物の長寿命化

【H26年度から実施】

・交通の危険の防止
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２．大型車両の通行の適正化方針

方針の狙いは…

遵法車両＝見直し、緩和 悪質な違反車両＝罰則強化

平成26年5月9日発表 『道路の老朽化対策に向けた大型車両の適正化方針』

▶③ 大型車誘導区間の指定

▶① 悪質な重量違反車両への即時告発（レッドカード）

▶④ 車両の大型化に対応した許可基準の見直し

▶⑤ ETC2.0装着車への許可簡素化制度（特車ゴールド制度）

▶② 関係機関との連携体制構築

【主な具体的取組み】

大型車両の通行適正化を推進
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３．具体的な適正化の取組み

①悪質な重量違反車両への即時告発（レッドカード）

【概要】
 道路の劣化に大きな影響を与える悪質な重量違反車両に対しては、現地取締りにおいて車両総重量が
基準の2倍を超過していることが確認された場合、当該違反事実をもって即時告発を行うもの。

▶平成27年2月23日施行



３．具体的な適正化の取組み

①悪質な重量違反車両への即時告発（レッドカード）

11

【近年の告発事例】

●違反日時：平成28年9月29日（木）
21時50分頃

●違反場所：第二神明道路（上り）
明石西本線料金所

●違反車両：重量物運搬用セミトレーラ

●違反概要：一般的制限値25ｔを大幅に超
過（32.25ｔオーバー）した車両
を通行させたもの。

（出典）H29/2/28NEXCO西日本ニュースリリース抜粋
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３．具体的な適正化の取組み

②関係機関との連絡体制構築

平成27年1月 『大型車通行適正化に向けた
中部地域連絡協議会』設置

平成27年10月 『大型車通行適正化に向けた
中国地域連絡協議会』設置

平成28年1月 『大型車通行適正化に向けた
関東地域連絡協議会』設置

平成30年1月 『大型車通行適正化に向けた
近畿地域連絡協議会』設置

◎

●

●

●

各地域の連絡協議会の設置状況
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３．具体的な適正化の取組み

×重量違反等を繰り返す悪質な大型車両

○道路を適正に利用する大型車両

対策：橋梁補強

物流拠点

枢要な港湾

対策：交差点改良

橋梁の耐荷重不足

右左折の支障

大型車誘導区間として指定

望ましくない経路

大型車誘導区間として指定し、重

要な物流拠点等を発着する大型

車両の交通行動をシフト

○道路の老朽化への対応として、大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することにより適正な道路利用を促進
するため、道路法等の一部を改正（平成25年６月５日公布、平成26年５月30日施行）。

○国際海上コンテナ車をはじめとする大型車両に係る「特殊車両の通行許可」について、今後は、あらかじめ指
定した「大型車誘導区間」のみを通行する場合、個別の道路管理者への協議が不要となり、国が一元的に審
査した上で許可。

概要

・高速道路（原則全線指定※） 9,660  km
・直轄国道（原則全線指定※） 21,450 km
・地方管理道路(主要港湾・空港・
鉄道貨物駅を結ぶ道路等を指定) 2,720  km
※都心部の区間、バイパス整備後の直轄国道現道の
区間等を除く

合計 33,830 km
･･･全道路の約３％の指定により、特殊車両の

通行の約８割をカバー可能

大型車誘導区間の指定

○道路ネットワークの整備状況、大型車の通行状況、物流事業者等の意見等を踏まえながら、必要に応じ追加指定を実施し、
大型車誘導区間を充実させる。

○その際、道路構造上の支障部分については、その解消を順次図り、より望ましい誘導区間となるよう引き続き努力していく。

今後について

イメージ

○国の一元的審査により、許可までの期間を短縮

○望ましい経路へ通行を誘導し、道路の保全に寄与

効果

20日程度
従来

３日程度

（※申請書類に不備がない場合）

今後

（※対象となる車両の範囲については、省令で規定。）

③大型車誘導区間について ▶平成26年5月30日施行
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３．具体的な適正化の取組み

④車両の大型化に対応した許可基準の見直し

【概要】
 道路の適正利用者に対する措置として、物流の効率化や国際競争力確保の観点から、許可基準の見
直しを行ったもの。

【改正内容】
• これまで国際海上コンテナを積載するセミトレーラ連結車

に限り許可していた駆動軸重の制限を、バン型等セミト
レーラ連結車（２軸トラクタに限る）すべてに適用。

【改正内容】
• 45フィートコンテナを積載する車両を始めとするバン型等

のセミトレーラ連結車の車両長の制限を改正。

▶平成27年6月1日施行
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３．具体的な適正化の取組み

⑤ETC2.0装着車への許可簡素化制度（特車ゴールド制度）

出発地

目的地

【現 行】
申請・許可された経路のみ通行可能
（一本一本の経路毎の大量な申請が必要）

【特車ゴールド】
大型車誘導区間を走行する場合、経路選択可能
（複数経路を1つの申請に簡素化）

出発地

目的地

大型車誘導区間

出発地

【概要】
 業務支援用ETC2.0車載器を装着し、利用規約等に同意してあらかじめ登録した車両は、大型車誘
導区間における経路選択を可能とする許可を行うもの。

 大型車誘導区間内は渋滞や事故、災害等による通行障害発生時の柔軟な迂回が可能となり、輸送
の効率化に繋がることを期待。

 また、許可更新時の手続きが自動化され、従来に比べて簡素化となる。
更新時には申請書を自動作成し、電子メールで申請者に送付⇒更新に同意（ワンクリック）すること
で、更新申請が完了するもの。※ただし、道路法違反が確認された場合は自動更新不可となる。

▶平成28年1月25日開始
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４．その他大型車両に関する取組み（参考）

▶②ダブル連結トラック実証実験（国土交通省道路局）H28/10～

▶③ETC2.0車両運行管理支援サービス（国土交通省道路局）H28/2~

▶④高速道路利用者への「大口・多頻度割引」停止措置等の見直し
（高速道路６会社）H29/4～

▶⑤荷主勧告制度等の運用改善（国土交通省自動車局）H29/7～

 深刻なドライバー不足への対策として、トラック輸送を省人化する取組み。
 １台で通常の大型トラック２台分の輸送が可能なダブル連結トラックの実証実験を通じて、現行の特
車許可基準である21ｍから最大25ｍへの緩和を検討

 運行管理の効率化やドライバーの安全確保等を目的として、ETC2.0によって収集したデータを事業者
へ提供する社会実験を実施

 道路構造物の保全や安全走行の啓発等を目的として、高速道路６会社の大口・多頻度割引制度
の車両制限令違反者に対する割引停止措置等の見直しを実施。

 違反点数・累積期間・違反項目等について見直し。

 荷主勧告制度の発動基準および荷主関与の判断基準を明確化
 荷主への働きかけ強化

▶①生産性革命プロジェクト（国土交通省道路局）
 特大トラック輸送の機動性強化（特車通行許可の迅速化）
 自動審査システムの強化や大型車誘導区間の充実により、2020年までに平均審査日数を10日間
へ短縮。

▶⑥過積載車両の荷主対策【試行】（国土交通省道路局）H29/12～
 直轄国道における基地取締時の荷主情報聴取の試行運用（H29/12～全ての地方整備局）
 直轄国道への特殊車両通行許可申請時における荷主名記載の試行（H30/1頃～北海道開発局）



17

４．その他大型車両に関する取組み（参考）

①生産性革命プロジェクト

（出典）生産性革命プロジェクト第２弾資料抜粋
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４．その他大型車両に関する取組み（参考）

②ダブル連結トラック実験

（出典）ダブル連結トラック実験ホームページ
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４．その他大型車両に関する取組み（参考）

②ダブル連結トラック実験（効果検証中間とりまとめ）H29/11/9公開

（出典）ダブル連結トラック実験ホームページ
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４．その他大型車両に関する取組み（参考）

③ ETC2.0車両運行管理支援サービス

（出典）第14回物流小委員会資料

１．課題
⇒トラック配送の約半数で１時間以上の荷待ちが発生しており、物流の効率性に課題

２．実験概要
⇒運行管理の効率化やドライバーの安全確保等を目的に、ETC2.0で収集されるデータ（特定プローブ情報）をサー
ビス事業者を通じて物流等事業者へ提供する社会実験実施。

３．評価（一例）
⇒車両位置情報の活用により、ドライバーや荷捌き作業員の荷待ち時間の短縮に効果
⇒急ブレーキ多発箇所等を把握できることにより、運転手の安全運転意識の向上や急ブレーキ回数の削減に効果
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４．その他大型車両に関する取組み（参考）

④高速道路利用者への「大口・多頻度割引」停止措置等の見直し

（出典）高速道路６会社発表資料抜粋

１．違反点数等の見直し
⇒悪質な違反者（基準の２倍以上の重量超過）への対応強化、違反点数区分の見直しを実施

２．累積期間等の見直し
⇒違反点数の累積期間が３ヶ月⇒２年間へ拡大、累積点数による措置内容の設定

３．違反項目の見直し
⇒軸重超過に対する措置命令等の発出基準に応じた違反点数の新たな設定
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４．その他大型車両に関する取組み（参考）

⑤荷主勧告制度等の運用改善 H29/7/1～

（出典）国土交通省自動車局貨物課発表資料抜粋

１．協力要請（荷主への早期働きかけ）
⇒行政処分を前提とする運用から、関係行政機関からの違反情報に基づき、早期に荷主へ協力要請を行う。

２．勧告及び警告（トラック事業者への行政処分を行う場合の荷主への措置）
２－１．勧告

⇒トラック事業者に対して行政処分を行うものは、その荷主に関する調査を実施し、今回明確化した判断基
準に該当する荷主の関与が確認された場合は勧告を行う。

２－２．警告
⇒荷主に関する調査結果で勧告に至らなかった場合でも、著しい過労運転防止措置義務違反の場合には、
その違反件数の半数以上に関わる荷主に対しては警告を行う。
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４．その他大型車両に関する取組み（参考）

⑥過積載車両の荷主対策 H29/12～

（出典）※平成29年11月9日第14回物流小委員会資料

道路管理者

適正化事業実施機関
（各都道府県トラック協会）

特別巡回
（過労運転等違反※２情報を得た時）

【①基地取締時の荷主情報の聴取（直轄国道）】

【②特車申請時における荷主名の記載（直轄国道）】
定期巡回

荷 主トラック事業者 契約関係

※１ 赤字箇所は、今回の試行に伴い、道路管理者による情報の取得又は自動車部局による情報の活用が強化されるプロセスである。
※２ 乗務時間等告示違反

＋

トラック事業者の巡回指導時
に荷主情報を聴取（全国で試行）

現地取締

警告・措置命令

荷主情報の聴取（任意）

任意聴取 荷主情報

荷主名を記載した特車申請

※優先的に特車許可審査
（概ね10日程度）

荷主情報の取得

自動車部局（自動車局・運輸局等）

H28年度実績：1,469件（直轄）

（運輸局等）

情報提供

（違反情報・荷主情報） 荷主情報

協力要請書の発出

・ 荷主の取引先であるトラック事業
者が法令違反を行ったことを通知

・ トラック事業者による違反の再発
防止を荷主に要請

違反通行時の荷主の確認要請 荷主の特定

過積載に加え過労運転等
違反にも関連がある共通
の荷主を確認した場合

違反通行が
認められた

場合

違反情報・
荷主情報の

提供


